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主         文 

１ 被告は，原告Ａに対し，５５万円及びこれに対する平成２１年４月１日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 被告は，原告Ｂに対し，１１０万円及びこれに対する平成２１年４月１日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 被告は，原告Ｃに対し，１６５万円及びこれに対する平成２１年４月１日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 

５ 訴訟費用は，これを５分し，その４を原告らの負担とし，その余を被告の負

担とする。 

６ この判決は，１項ないし３項に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告は，原告Ａに対し，５５０万円及びこれに対する平成２１年４月１日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 被告は，原告Ｂに対し，５５０万円及びこれに対する平成２１年４月１日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 被告は，原告Ｃに対し，５５０万円及びこれに対する平成２１年４月１日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

 本件は，被告の従業員であり，労働組合である原告Ｂの幹部であった原告Ｃ

が，平成２１年４月１日に被告から命じられた人事異動（以下「本件人事異

動」という。）は，不当労働行為に当たるなどとして，原告らが，被告に対し，

不法行為に基づき，損害賠償金各５５０万円及び同日（不法行為日）から支払

済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 

第３ 前提となる事実（争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実） 
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１ 当事者等 

(1) 被告について 

ア 平成１９年１０月１日，Ｄ公社の民営分社化に伴って，Ｅ株式会社が設

立された。 

Ｅ株式会社は，郵便等の業務を行っていたところ，その中国支社の管内

には，ａ支店，ｂ支店，ｃ支店（以下，これらの支店については，単に支

店名だけで表記する。）等の支店が存在していた。 

イ 被告は，同じくＤ公社の民営分社化に伴って設立された株式会社（当時

の商号はＦ株式会社）であるところ，平成２４年１０月１日，Ｅ株式会社

を吸収合併した上，現商号に改称した（以下，組織及び商号変更の前後を

通じて被告と呼称する。）。 

(2) 原告らについて 

ア 原告Ａは，平成２４年８月２６日付けで，Ａ２とＡ３とが，組織統一し

てできた労働組合である。 

イ Ａ２は，Ａ１の下部組織として，被告の中国支社管内の支店及びＦ株式

会社中国支社管内の郵便局等の従業員で組織された労働組合であった。 

ウ 原告Ｂは，ｃ支店及びＦ株式会社ｃ郵便局に勤務する原告Ａの組合員に

よって組織された労働組合である。 

エ 原告Ｃは，昭和５５年３月，郵政省ｃ郵便局に臨時雇いとして採用され，

昭和５８年２月に正規職員となった。 

郵政省ｃ郵便局は，その後名称及び組織に変更があったが，原告Ｃは，

本件人事異動を受けるまでの間，一貫して同郵便局ないし支店で郵便物の

配達業務に従事していた。 

オ 原告Ｃは，平成２年，原告Ａの前身となる労働組合に加入し，平成１７

年７月，Ａ１ｃ支部の書記長に就任し，平成２１年６月２９日まで務めた。 

２ 本件人事異動等について 
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(1) 被告のｂ支店長は，原告Ｃに対し，平成２１年４月１日付けで，ｃ支店郵

便課主任からｂ支店第二集配課主任への異動を命じた（本件人事異動）。 

(2) 原告らは，同年７月８日，広島県労働委員会に対し，本件人事異動が不当

労働行為であるとして，被告等を被申立人として救済を申し立てたところ

（以下「本件救済申立て」という。），同委員会は，平成２３年１月７日，

被告に対し，本件人事異動をなかったものとして原告Ｃを原職に復帰させる

こと等を命じた。（甲１） 

(3) 被告は，広島地方裁判所に対し，広島県を被告として前記(2)の救済命令

の取消しを求める訴訟を提起し，原告らは，同訴訟に補助参加した。 

(4) 広島地方裁判所は，平成２４年９月２６日，前記(3)の訴訟について，請

求棄却の判決を言い渡した。 

これに対し，被告は，広島高等裁判所に対し，控訴を提起したが，平成２

５年３月１５日，同裁判所は控訴棄却の判決を言い渡し，同判決は，その後

確定した（以下，前記(3)の第一審と合わせて「本件前訴」という。）。 

(5) 原告Ｃは，平成２５年５月１１日，ｃ支店に復帰し，同月１３日から同支

店において勤務している。 

第４ 争点及びこれに対する当事者の主張 

１ 本件人事異動の不当労働行為性の有無 

（原告らの主張） 

原告Ｂは，残業手当の不払問題や非正規社員の待遇改善等に取り組み，支部

長であったＧ及び原告Ｃが中心となって活動を行ってきた結果，職場労働者か

らの一定の信任を得られるようになってきていた。 

これに対し危惧感を募らせた被告は，Ｇに対し，平成１８年４月１日付けで

他局への転任を命じた。 

そのため，その後は原告Ｃが中心となって窓口交渉等により従前の取組みを

続けるとともに，Ｇの配転について不当労働行為救済を申し立てるなどの対応



 4 

を行っていたところ，平成２０年１月２２日に，遅くとも平成２１年４月まで

にＧをｃ支店の原職相当職に異動させる旨の和解が成立した。 

しかるに，被告は，同年４月１日付けでＧに対し原職相当職へ転任させる旨

命じるのと同時に，原告Ｃに対し，本件人事異動を行ったものである。 

したがって，本件人事異動は，原告Ｃが正当な組合活動をしたことを理由と

してなされたものであり，労働組合法７条１号の不利益取扱いに該当するとと

もに，原告らの労働活動を減退させ，その弱体化を図る意図に基づいてなされ

たものであり，同条３号の支配介入に当たる。そして，かかる被告の違法行為

は，原告らに対する故意の不法行為となる。 

（被告の主張） 

本件人事異動は，ｃ支店の過員を解消し，ｂ支店の欠員を補充する等の被告

における業務上の必要性に基づいて行われたものであり，その人選も選考基準

に基づく合理的なものであった。 

また，被告のｂ支店支店長は，本件人事異動当時，原告Ｂの取組みを認識し

ておらず，Ｇは当時被告とは別会社であったＦ株式会社に所属していたもので

あり，被告においてはその人事情報を知り得なかったし，原告Ｂにおける原告

Ｃの役割も認識していなかったこと等からすれば，原告が主張する事情を理由

として本件人事異動を行ったものではない。 

したがって，本件人事異動は，不当労働行為には該当せず，したがって原告

らに対する不法行為にも当たらない。 

２ 原告らの損害の有無及び額 

（原告らの主張） 

(1) 原告Ｃの損害 

原告Ｃは，本件人事異動により，原告Ｂの書記長や窓口担当正委員として

の活動ができなくなった上，本件救済申立てやその後の本件前訴への対応を

余儀なくされ，多くの時間，休暇，費用を費やした。 
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また，長年にわたり精勤してきた支店から，希望もしていない他支店への

異動となり，職場の人間関係や通配業務についても新たな対応を余儀なくさ

れた。 

これらのことにより，原告Ｃが被った精神的苦痛その他の無形の損害を金

銭に評価すると５００万円を下らない。 

また，上記原告Ｃの損害に関し，被告に負担させるべき弁護士費用は５０

万円が相当である。 

(2) 原告Ｂの損害 

本件人事異動により，書記長であり，余人をもって代え難い人材であった

原告Ｃが職場から放逐されたことから，原告Ｂにおいては，毎月開催してい

た支部執行委員会の開催が停滞し，組合員の統括や広報活動を十分に行うこ

とができなくなった上，従前は即時に対応していた非正規社員からの相談に

対応することが難しくなるなどの，組織運営上の支障が生じたほか，支店側

への要求書が提出できなくなり，窓口交渉回数が大幅に減少するなど，使用

者との交渉力も低下した。 

また，本件救済申立て及び本件前訴への対応にも多くの時間及び労力を費

やした。 

さらに，本件人事異動は職場に勤務する他の従業員（非正規社員も含

む。）にも広く知られたため，それまで原告Ｂの活動に期待したり賛同して

いた多くの従業員らの期待と信望は低下し，原告Ｂ組合員においても，威圧，

心理的影響を否定し難く，原告Ｂの存立に重大な影響が及んでいる。 

これらの事情により原告Ｂが被った有形，無形の損害を金銭に評価すると

５００万円を下らない。 

また，上記原告Ｂの損害に関し，被告に負担させるべき弁護士費用は５０

万円が相当である。 

(3) 原告Ａの損害 
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本件人事異動は，原告Ａの他の組合員に対しても心理的影響を与えており，

原告Ａの存立にも重大な影響を及ぼしている。 

また，本件救済申立て及び本件前訴への対応は，少人数の原告Ｂのみでは

困難であったことから，原告Ａも多くの時間，労力，費用を割くこととなっ

た。 

これらの事情により原告Ａが被った有形，無形の損害を金銭に評価すると

５００万円を下らない。 

また，上記原告Ａの損害に関し，被告に負担させるべき弁護士費用は５０

万円が相当である。 

（被告の主張） 

(1) 原告Ｃの損害について 

原告Ｃは，本件人事異動によりｂ支店に異動した後も，原告Ｂの執行委員

会に参加しており，原告Ａの役職について原告Ｂに係る活動を続けていた。 

また，ｂ支店が集配を受け持つ地域の一部はかつてｃ支店が受け持ってい

たことからすれば，集配業務につき新たな対応を要したとは考え難く，担当

業務そのものは変更がなく，通勤時間もほとんど変わらなかった上，給与額

は本件人事異動によりむしろ増加したから，本件人事異動により原告Ｃが不

利益を受けたとはいえない。 

さらに，ｃ郵便局局長及び副局長は，原告Ｃの復帰時に同原告に対し謝罪

しており，これにより同原告の精神的苦痛は既に慰謝されている。 

(2) 原告Ｂの損害について 

本件人事異動後においても，原告Ｂの執行委員会は開催されていたし，他

の組合員により窓口交渉も行われていた上，仮に原告Ｂの活動が減少してい

たとしても，それは本件人事異動によるものではなく，他の組合員が休職な

いし退職したことによるものと考えられるから，原告Ｂに本件人事異動によ

る損害が生じたとは認められない。 
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(3) 原告Ａの損害について 

原告Ａの存立に対し本件人事異動が影響したとの原告Ａの主張は，抽象的

かつ漠然としていて影響の内容及び程度が不明であるし，本件救済申立てや

本件前訴に原告Ａがどの程度関与していたのかも不明である。 

第５ 当裁判所の判断 

１ 争点１（本件人事異動の不当労働行為性の有無）について 

証拠（甲１ないし甲１３，１５ないし６０，６３，６４，６８，乙１ないし

４，７ないし１４，２１，２２，２６，２７，２９，３２ないし３７，証人Ｇ，

原告Ｃ）及び弁論の全趣旨によれば，本件人事異動当時，ｃ支店における過員

及びｂ支店における欠員の解消の必要性が高かったとは認め難く，その他本件

人事異動の業務上の必要性が高かったことを認めるに足りる証拠はないこと，

本件人事異動の際に適用されたとされる選考基準が文書化されていないことか

らすれば，同基準が予め明確に定められていたかどうかについては疑問が残る

上，その内容，特にｃ支店連続勤務２０年以上の社員であるとの基準を設けて

いた点については，合理的なものであったとはいい難いこと，ｂ支店の支店長

は，原告Ｂ及び原告Ｃの組合活動の内容を相当程度認識していたものと認めら

れること等からすれば，本件人事異動は，原告Ｃが正当な組合活動をしたこと

を理由に，原告Ｂの組合活動を抑制する効果を狙ってなされたものであると推

認するのが相当であり，その他被告がるる主張する点は，上記認定を左右する

ものではない。 

そして，かかる本件人事異動は，原告らに対する不当労働行為に当たるとと

もに，原告らの権利を侵害する不法行為に該当するものというべきであり，被

告はこれにより原告らに生じた損害を賠償すべき責任を負うものというべきで

ある。 

２ 争点２（原告らの損害の有無及び額）について 

(1) 後掲各証拠（枝番があるものはいずれも枝番を含む。）及び弁論の全趣旨
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によれば，以下の各事実が認められる。 

ア 原告Ｂは，郵政公社の民営，分社化以前から，残業手当の不払問題や非

正規社員の待遇改善に取り組んでいた。 

原告Ｂとｃ支店との平成１５年１２月以降の交渉を経て，平成２０年４

月頃，ｃ支店の従業員に対し，残業手当の未払い分相当額が支払われた。

（甲１ないし３，５，５１，証人Ｇ，原告Ｃ） 

イ Ｇは，郵政公社ｃ郵便局で勤務し，平成５年９月から原告Ｂの支部長の

地位にあったが，平成１８年４月１日付けで，同郵便局からｄ郵便局への

異動を命じられた。 

これに対し，原告Ａ，原告Ｂ及びＧが中央労働委員会へ救済を申し立て，

また，裁判所においてもこれを争ったところ，平成２０年１月２２日，同

人らとＦ株式会社等との間で，同人らがＧを遅くとも平成２１年４月まで

に原職へ復帰させることを要望していたこと，Ｆ株式会社等が職員の異動

については今後とも適切に実施していくと回答したことを確認した上，こ

れに係る紛争を解決し，正常かつ良好な労使関係の確立に努力すること等

を内容とした和解が成立した。 

これを受けて，Ｇは，本件人事異動が命じられた日と同じ日である同月

１日付けで，Ｆ株式会社ｃ郵便局への異動を命じられた。（甲１ないし５，

５１，証人Ｇ，原告Ｃ） 

ウ 原告Ｃは，前記前提となる事実１(2)オのとおり，原告Ｂの書記長を務

めており，原告Ｂの執行委員会において，議題の決定や資料の作成などを

行い，Ｇと役割分担をしながらｃ支部の運営を中心的に行っていた。 

また，原告Ｃは，平成１７年から平成２１年３月末まで窓口担当正委員

を務め，１か月に数回程度ｃ支店との間で窓口交渉を行っていた。 

前記イのとおり，Ｇが平成１８年４月に異動となった後は，Ｈが支部長

となったが，同人の役員経験が浅かったこともあり，原告Ｃが主となって
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原告Ｂの運営が行われることとなった。 

原告Ｃは，これらの組合活動にやりがいを感じ，意欲的に取り組んでい

た。（甲１ないし３，５，２８，４６，５２，５３，５８，証人Ｇ，原告

Ｃ） 

エ 原告Ｃは，平成２１年１月頃，現職務を引き続き希望し，現勤務地を離

れたくない旨等の職務に関する希望等を記載した社員申告書をｃ支店に提

出していた。 

また，同年２月２４日に実施された同支店郵便課課長との面談において，

原告Ｃは，転勤できない理由について，長年の勤務経験や利用者とのつな

がりが無駄になってしまう，組合役員をしているから異動できないなどと

答えていた。（甲１ないし３，７，原告Ｃ） 

オ 原告Ｃは，同年４月１日付けでｂ支店に異動した（本件人事異動）。 

本件人事異動によっても，原告Ｃの担当職務に変更はなく，転居も要せ

ず通勤時間にも大きな変化はなかったし，給与は微増した。（甲１ないし

３，原告Ｃ） 

カ 原告Ｃは，本件人事異動の後も，６回にわたり原告Ｂの支部執行委員会

に出席した。 

もっとも，原告Ｃは，本件人事異動によりｃ支店を離れたことから，同

支店の従業員から相談を受けることもなくなり，同支店の職場の問題に取

り組むことは困難となった。また，ｃ支店からは，原告Ｃが窓口交渉の担

当となることを拒否された。 

なお，原告Ｃの本件人事異動の直後である同年６月当時の原告Ｂの組合

員数は，８名であった。（甲１ないし３，原告Ｃ） 

キ 原告Ｂとｃ支店との間の窓口交渉は，原告Ｃが担当していた平成２０年

７月末から平成２１年３月末までの間は概ね毎月２回以上行われていたが，

原告Ｃが担当から外れた同年７月から同年１０月１６日までの間は毎月１
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回行われるにとどまった。 

また，原告Ｂの支部執行委員会は，原告Ｃが書記長を務めていた平成２

０年７月から平成２１年６月までの間は概ね毎月１回以上開催されていた

が，原告Ｃが書記長を解任された同月２９日から同年１０月１６日までの

間は合計３回開催されるにとどまった。（甲１ないし３，１０ないし１３，

証人Ｇ，原告Ｃ） 

ク さらに，原告らは，本件人事異動に対抗するため，本件救済申立てを行

い，その後の本件前訴に補助参加したことから，多数回にわたる打ち合わ

せを行ったり，期日に担当者が出席するなど，その訴訟活動等にも多くの

時間，労力，費用を費やした。 

なお，本件救済申立て及び本件前訴に係る弁護士費用は，原告Ａが負担

した。（甲７１ないし７３，証人Ｇ，原告Ｃ） 

(2) 前記(1)の各事実，とりわけ，原告Ｃにおいて，平成１８年４月のＧの異

動の後，原告Ｂの中心となって支部の運営を行い，ｃ支店との交渉に努めて

いたこと，原告Ｃ自身，これらの組合活動にやりがいを感じていたこと，そ

れにもかかわらず本件人事異動により，組合活動への参加を制約されること

となった上，本件救済申立てや本件前訴への対応を余儀なくされ，時間や労

力，費用を費やしたこと，原告Ｃが原職に復帰するまでの期間は４年余りも

の長期間に及んだこと等の事実が認められる一方で，本件人事異動によって

も，原告Ｃの担当職務に変更はなく，通勤時間や給与等の待遇面における不

利益は特段生じなかったこと等に照らせば，本件人事異動により原告Ｃが被

った精神的苦痛やその他の無形の損害を金銭に換算すると，その額は１５０

万円を下らないものというべきである。 

(3) また，前記(1)のとおり，原告Ｂは少人数の労働組合であった上，本件人

事異動により，中心となって活動していた原告Ｃの活動が制約されたことか

ら，原告Ｂにおいても，それ以前に比べて活動が減退したものと認められる
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こと，原告Ａ及び原告Ｂも本件救済申立て及び本件前訴への対応を行わなけ

ればならなくなり，原告Ａにおいてはその弁護士費用を負担したこと，これ

らの対応を行った期間は約４年間もの長期に及んだことが認められる上，前

記(1)の本件人事異動の経緯，特に，Ｇの異動に引き続き，原告Ｃに対する

本件人事異動が行われたことに照らせば，本件人事異動は，原告Ｂ及び原告

Ａの他の組合員に対しても，原告Ｂないし原告Ａにおける組合活動を積極的

に行えば，被告から意に沿わない人事異動を命じられるかもしれないとの萎

縮効果を生じさせるものであったことは否定できず，これによる組合活動へ

の影響も決して軽視し得るものではないというべきである。 

これらの事情を考慮して，本件人事異動により原告Ｂ及び原告Ａが被った

有形，無形の損害を金銭に評価すると，原告Ｂについては１００万円，原告

Ａについては５０万円をそれぞれ認めるのが相当である。 

(4) 本件の訴訟経過，認容額等に照らせば，原告らが負担する弁護士費用のう

ち，原告Ｃにつき１５万円，原告Ｂにつき１０万円，原告Ａにつき５万円を，

本件人事異動と相当因果関係のある損害としてそれぞれ認めるのが相当であ

る。 

第６ 結論 

 以上によれば，原告らの請求は主文１項ないし３項の限度で理由があるから

認容し，その余は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。 

                広島地方裁判所民事第１部 

 

                        裁判官  岡   部   絵 理 子 


